　

２　諸 謝 金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	
	用務内容
	職　　　種
	対象期間
	単　　価
	摘　　　　　　　要
	

	
	定形的な用務
を依頼する場
合
	医　　　師
	１日当たり
	14,100
	 医師以上の者又は相当者
	

	
	
	技　術　者
	
	7,800
	 大学(短大を含む)卒業者又は専門技
 術を有する者及び相当者
	

	
	
	研究補助者
	
	6,600
	 そ　の　他
	

	
	講演、討論等
研究遂行のう
えで学会権威
者を招へいす
る場合
	教　　　授
	１時間当たり
	9,300
	 教授級以上又は相当者
	

	
	
	准　教　授
	
	7,700
	 准教授級以上又は相当者
	

	
	
	講　　　師
	
	5,100
	 講師級以上又は相当者
	

	
	治験等のため
の研究協力謝
金
	
	１回当たり
	1,000
程度
	 治験､ｱﾝｹｰﾄ記入などの研究協力謝金については､協力内
 容(拘束時間等)を勘案し､常識の範囲を超えない妥当な単価
 を設定すること｡
 なお､謝品として代用することも可(その場合は消耗品費とし
 て計上すること)｡
	


３　旅　　費・・・国家公務員等の旅費に関する法律に準ずる。
　　　　　　　　　　（別紙「旅費に係る単価表」を参照）
　４　会 議 費・・・１人当たり１，０００円（昼食をはさむ場合は、２，０００円）を基準とする。
　５　会場借料・・・５０，０００円（推進事業における研究成果等普及啓発事業分については、５００，０００円）以下を目安に実費とする。
　６　賃　　金・・・８，３００円（１日当たり＜８時間＞）
　　　　　　　　　　人夫、集計・転記・資料整理作業員等の日々雇用する単純労働に服する者に対する賃金。
　　

　注）１．　１日において８時間に満たない時間又は８時間を超えた時間で賃金を支出する場合は、１時間あたり１，０３０円で計算するものとする。
　　　　　２．　積算は、国家公務員採用（行一）×１／２１日（百円単位切上げ）による。
